
 

建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 許 可 の 同 意 に 関 す る  

取 扱 い 基 準  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 基 準 は ， 建 築 基 準 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ０ １ 号 。 以  

下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 許 可 に か か る 包 括 同  

意 に つ い て ， そ の 取 扱 い を 定 め る も の と す る 。  

（ 包 括 同 意 対 象 ）         

第 ２ 条  包 括 同 意 と は ， 建 築 基 準 法 施 行 規 則 （ 昭 和 ２ ５ 年 建 設 省 令  

第 ４ ０ 号 。 以 下 「 省 令 」 と い う 。 ） 第 １ ０ 条 の ３ 第 ４ 項 第 １ 号 か ら  

第 ３ 号 ま で の 基 準 に 該 当 す る も の の う ち ， 別 表 （ ２ ） 包 括 同 意 基  

準 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の を い う 。   

（ 建 築 審 査 会 事 務 局 幹 事 の 専 決 ）       

第 ３ 条  包 括 同 意 に 該 当 す る も の に つ い て は ， 建 築 審 査 会 事 務 局 幹  

事 が 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 許 可 の 同 意 の 専 決 を す る こ と が で  

き る 。    

（ 建 築 審 査 会 へ の 報 告 ）        

第 ４ 条  建 築 審 査 会 事 務 局 幹 事 は ， 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 許 可  

の 同 意 を 専 決 し た 場 合 は ， 次 期 開 催 の 建 築 審 査 会 に お い て ， そ の  

案 件 ご と に ， 別 紙 様 式 に よ り 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

付  則          

 こ の 基 準 は ， 平 成 １ １ 年 ５ 月 １ ８ 日 か ら 施 行 す る 。    

付  則          

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則          

 こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則          

 こ の 基 準 は ， 平 成 ３ ０ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 



 

別表          

（１） 法第４３条第２項第２号許可基準     

法第４３条第２項第２号の規定による許可において，建設省令に該当するもので，交通上，安

全上，防火上及び衛生上支障がないと認める基準は，次のいずれかとする。  

ア 省令第１０条の３第４項第１号に該当するものは次に掲げるものとする  

（ア） 敷地が公園，緑地，広場等広い公共の用に供する空地（以下「公園等の公共空地」と

いう。）内にあるもの  

（イ） 敷地が公園等の公共空地に２メートル以上接しており，道路まで通行上支障のない幅

４メートル以上の経路が確保されているもの  

（ウ） 敷地から駅前広場を通って，道路まで通行上支障のない幅４メートル以上の経路が確

保されているもの   

（エ） 空港敷地内にあるもの      

イ 省令第１０条の３第４項第２号に該当するものは，公共の管理する幅員４メートル以上の道，

空地で管理者の承認を得たものに２メートル以上接するものとする    

ウ 省令第１０条の３第４項第３号に該当するものは次に掲げるものとする  

（ア） 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１４４条の４第１項の基準に適合

する幅員４メートル以上の道に２メートル以上接するもの 

（イ） 拡幅道路用地が事業主体により買収済みで通行上支障のないものに２メートル以上接

するもの    

（ウ） 関係権利者の協定により４メートル以上の幅員の確保が確実な道，空地に２メートル

以上接するもの 

（エ） 幅員１．８メートル以上の「２項に準ずる道」として過去に確認処分を受けてきた道

に２メートル以上接するもの 

（オ） 敷地から河川等公共空間を介し道路に通ずるもので，その管理者から占用許可等の承

諾があり敷地から道路まで通行上支障のないもの（里道の場合は占用許可不要）に２メ

ートル以上接するもの  

（カ） 上記（ア）から（オ）以外で交通上，安全上，防火上及び衛生上支障がないもの 

 

（２） 包括同意基準 

  基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 

該

当

す

る

許

可

基

準 

許可基準アに該

当するもの 

許可基準イに該

当するもの 

許可基準ウ（ア）

から（ウ）までに

該当するもの 

許可基準ウ（ウ）

および（エ）に該

当するもの 

許可基準ウ（オ）

に該当するもの 

公園等の公共空

地が周囲にある

敷地および空港

敷地 

幅員４ｍ以上の

公共の用に供す

る道（公的管理

道）に接する敷地 

幅員４ｍ以上の

協定空地等に接

する敷地 

幅員１．８ｍ以

上，４ｍ未満の協

定空地等に接す

る敷地 

河川等を挟んで

道路に接する敷

地 

 



 

（３） 包括同意基準一覧表（包括審査に該当するもの） 

凡例〇：可  

包括同意基準 基準１ 基準２ 基準３ 基準４ 基準５ 

該当する 

許可基準 
許可基準ア 許可基準イ 

許可基準ウ（ア）

から（ウ） 

許可基準ウ（ウ）

および（エ） 
許可基準ウ（オ） 

同意基準 

公園等の公共空地

が周囲にある敷地

及び空港敷地 

幅員４ｍ以上の公

共の用に供する道

（公的管理道）に

接する敷地 

避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有

する通路で，道路に通ずるものに有効に接する敷地 

公的管理道，協定空地等 

敷地と道路の間に

河川等が存在する

場合 

状 
 

況 

道・空地等の 

有効幅員 

幅員４ｍ以上(原

則） 
幅員４ｍ以上 幅員４ｍ以上 

幅員１．８ｍ以上， 

４ｍ未満  

中心後退等  

（対側が河川

等の場合 

一方後退） 

――― ――― ――― 必要 ――― 

通行等の確保 

通行可能で，公共

空地又は空港敷地

の管理者の通行等

の承諾があるもの 

通行可能で，公的

管理道の管理者の

通行等の承諾があ

るもの 

現に一般の通行の用に供されていること  

（私道にあっては，関係権利者の協定等

により４ｍ以上の確保が確実なこと） 

占用許可が必要 

接する幅 ２ｍ以上 

建 

物 

条 

件 

・ 
工 
事 

種 

別 

建物用途 

特殊建築物でない

こと（公園等の空

地内及び空港敷地

を除く） 

――― 特殊建築物でないこと ――― 

規模 

３階建以下（公園

等の空地内及び空

港敷地を除く） 

――― ３階建以下 
原則※１， 

２階建以下 
――― 

構造 ――― 

公的管理道の場

合，原則※２，準防

火地域仕様 

――― 

新築 ○ ○ ○ ○ ○ 

既存の建替 ○ ○ ○ ○ ○ 

既存の増築 ○ ○ ○ ○ ○ 

形
態
制
限 

道路斜線等 ――― 道・空地等を道路とみなして算定 ４mで算定 現況幅員による 

容積率制限 ４mで算定 道・空地等を道路とみなして算定 ４mで算定 現況幅員による 

参考事例 事例１ 事例２ 事例３，３－２ 事例４，４－２ 事例５ 

備考 
上記条件に該当しないものは，敷地及び周囲の状況により建物条件・工事種別等に条件を付して個別審査

とする 

※１ ３階建の条件として，公的管理道，協定空地等を敷地とみなして，平成５年１２月１３

日建設省事務連絡「路地状敷地の非常用の進入口の取扱い」を準拠した計画であり，３

階部分の安全性が確保されること。 

※２ 関係権利者の協定による空地幅員４ｍ以上の確保が確実と認められる場合を除く。 



・
・通行可能で，管理者の通行等の承諾があるもの
・原則，道路まで通行上支障のない幅員４ｍ以上の経路が確保されているもの
・公園等の公共空地に接する敷地については，２ｍ以上接するもの

・特殊建築物でないこと （公園等の空地内及び空港敷地を除く）
・３階建以下（公園等の空地内及び空港敷地を除く）
・前面道路幅員４ｍとした形態規制（容積率）

備考

４ｍ以上

前提条件

許可条件

法第42条による道路

公園等の公共空地にある敷地又はそれらに隣接する敷地及び空港敷地

事例１

包括同意基準１ 公園等の公共空地が周囲にある敷地及び空港敷地

公園等の公共
空地及び空港
敷地敷　地

２ｍ以上 ４ｍ以上 敷　地



・幅員４ｍ以上の公的管理道に接する敷地
（河川管理用の道，公園管理用の道等）

・通行可能で，管理者の通行等の承諾があるもの
・公的管理道に２ｍ以上接するもの

・道の幅員に応じた形態規制（道路斜線による高さ制限・容積率）

・

・

現に，道に沿って既に建物が建っており，一般住民の通行等の用に供してい
るものは，「包括同意基準３」の適用も可
「通行等の用に供しているもの」とは，一般住民の通行等の用に供する道に
２ｍ以上接し，敷地から直接出入りしているものを示す

事例２

包括同意基準２ 幅員４ｍ以上の公共の用に供する道に接する敷地

敷　地

２ｍ以上

法第42条に
よる道路

備考

ｗ（４ｍ以上） 公的管理道

前提条件

許可条件



・幅員４ｍ以上の私道又は公的管理道に接する敷地
・道に沿って既に建物が建っており，道として供用されていること

（新たに築造する道は不可）
・

・私道又は公的管理道に２ｍ以上接するもの

・特殊建築物でないこと
・３階建以下
・道の幅員に応じた形態規制（道路斜線による高さ制限・容積率）
・

・法第４２条第１項第５号の位置指定道路の指定が基本であり，例外的に適用

事例３

包括同意基準３ 幅員４ｍ以上の協定空地等に接する敷地

敷　地

２ｍ以上

法第42条に
よる道路

備考

ｗ（４ｍ以上） 私道又は公的管理道

前提条件

許可条件

私道にあっては，関係権利者の協定等により，現況幅員の確保が確実と認め
られること

敷地から法第42条による道路に至る部分（公的管理道，協定空地等）の適切
な維持



・幅員４ｍ以上の私道に接する敷地
・道に沿って既に建物が建っており，道として供用されていること

（新たに築造する道は不可）
・関係権利者の協定等により，現況幅員の確保が確実と認められること
・空地に２ｍ以上接するもの

・特殊建築物でないこと
・3階建以下
・道の幅員に応じた形態規制（道路斜線による高さ制限・容積率）
・

備考

法第４２条による道路

前提条件

許可条件

事例３-２

包括同意基準３ 幅員４ｍ以上の協定空地等に接する敷地

ｗ＝２ｍ以上

敷　地
開発により
道路整備予
定の空地幅
員４ｍ以上

敷地から法第42条による道路に至る部分（公的管理道，協定空地等）の適切
な維持



２ｍ以上

敷地境界線

２ｍ ４ｍ

２ｍ

・幅員１．８ｍ以上，４ｍ未満の公的管理道に接する敷地
・道に沿って既に建物が建っており，道として供用されているもの

（新たに築造する道は不可）
・公的管理道に２ｍ以上接するもの
・２ｍの中心後退等（対側が河川等の場合一方後退）

（対側が法第４２条による道路に接道している等の場合は一方後退）

・特殊建築物でないこと
・２階建以下（原則）
・前面道路幅員４ｍとした形態規制（道路斜線による高さ制限・容積率）
・

・

・

公的管理道

許可条件

事例４

包括同意基準４ 幅員１．８ｍ以上，４ｍ未満の公的管理道に接する敷地

法第42条に
よる道路

ｗ（１．８ｍ以上４ｍ未満）

敷　地

３階建の場合，公的管理道，協定空地等を敷地とみなして，平成５年１２月
１３日建設省事務連絡「路地状敷地の非常用の進入口の取扱い」を準拠した
計画であること

敷地から法第42条による道路に至る部分（公的管理道，協定空地等）の適切
な維持

備考

前提条件

準防火地域仕様（準防火地域内の建築物は準耐火建築物）
（関係権利者の協定等による4ｍ以上の確保が確実と認められる場合を除く）



２ｍ以上

敷地境界線

２ｍ ４ｍ

２ｍ

・幅員１．８ｍ以上，４ｍ未満の私道に接する敷地
・道に沿って既に建物が建っており，道として供用されているもの

（新たに築造する道は不可）
・関係権利者の協定等により，４ｍ以上の幅員の確保が確実と認められること
・私道に２ｍ以上接するもの
・２ｍの中心後退等（関係権利者の協定等された位置を敷地境界線とする）

・特殊建築物でないこと
・２階建以下（原則）
・前面道路幅員４ｍとした形態規制（道路斜線による高さ制限・容積率）
・

・

事例４-２

包括同意基準４ 幅員１．８ｍ以上，４ｍ未満の協定空地等に接する敷地

法第42条に
よる道路

敷　地

備考

許可条件

３階建の場合，公的管理道，協定空地等を敷地とみなして，平成５年１２月
１３日建設省事務連絡「路地状敷地の非常用の進入口の取扱い」を準拠した
計画であること

敷地から法第42条による道路に至る部分（公的管理道，協定空地等）の適切
な維持

私　道

前提条件

ｗ（１．８ｍ以上４ｍ未満）



・河川等を挟んで道路に接する敷地
・河川法の適用を受ける河川（一級河川，二級河川，準用河川等）が対象
・河川管理者の占用許可のあるもの

・橋等により２ｍ以上接道していること
・前面道路幅員による形態規制（道路斜線による高さ制限・容積率）

事例５

包括同意基準５ 河川等を挟んで道路に接する敷地

敷　地

橋

許可条件

備考

河川等

２ｍ以上
道　路

前提条件


